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１０ 不特定者屋内利用機能 

（１） 一次評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２４ 費用対効果評価結果 

図２３ 一次評価結果 
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総合評価

平塚総合体育館 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体
(全体)

(ケ)
(ウ),(オ)

品質評価が著しく低いとまでは言えないことから、建替を外す。
公民連携による民間活力の活用や、同類施設との統合が考えられる。

維持・改修・転用（統合、広域連携、公民連携）

中央図書館 D1 建替・改修・解体
(キ)

建替・改修・転用（統合、複合化、ICT化、広域連携、公民連携）

北図書館 B2 維持・転用・売却 維持・転用（ICT化、広域連携、公民連携）

西図書館 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体 (ケ) 品質評価が著しく低いとまでは言えないことから、建替を外す。 維持・改修・転用（統合、複合化、ICT化、広域連携、公民連携）

南図書館 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体 (ケ) 品質評価が著しく低いとまでは言えないことから、建替を外す。 維持・改修・転用（ICT化、広域連携、公民連携）

平塚市博物館 D2 転用・売却・解体 (ケ)
(カ)

耐震性が不足し、築年数が44年経過していることから建替及び改修を加える。
提供している事業が総合計画に記載されていることから売却及び解体を外す。

建替・改修・転用（統合、複合化、ICT化、広域連携、公民連携）

平塚市美術館 D2 転用・売却・解体 (ケ)
(カ)

品質評価が比較的低いことから、改修を加える。
提供している事業が総合計画に記載されていることから売却及び解体を外す。

改修・転用（統合、複合化、ICT化、広域連携、公民連携）

横内子どもの家 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体 (ケ)
(ケ)

品質評価が比較的低いことから、維持を外す。また、著しく低いとまでは言えないことから、建替も外す。
不特定者屋内利用機能の施設群の中では費用対効果評価が比較的高いことから、売却及び解体を外す。

改修・転用（複合化、民設民営化、公民連携）

山城子どもの家 B2 維持・転用・売却 (ケ) 不特定者屋内利用機能の施設群の中では費用対効果評価が比較的高いことから、売却を外す。 維持・転用（複合化、民設民営化、公民連携）

みなと子どもの家 B2 維持・転用・売却 (ケ) 不特定者屋内利用機能の施設群の中では費用対効果評価が平均的な状況であることから、売却を外す。 維持・転用（複合化、民設民営化、公民連携）

大野子どもの家 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体 (ケ)
(ケ)

品質評価が比較的高いことから、建替及び改修を外す。
不特定者屋内利用機能の施設群の中では費用対効果評価が平均的な状況であることから、売却及び解体を外す。

維持・転用（複合化、民設民営化、公民連携）

平塚市福祉会館 C3 転用・売却 (ケ)
(ケ)

不特定者屋内利用機能の施設群の中では費用対効果評価が比較的低い程度であるため、維持を加える。
民間への移管について他市で検討事例があることから、転用のうち移管が考えられる。

維持・転用（統合、複合化、移管）

西部福祉会館 B2 維持・転用・売却 (ケ) 民間への移管について他市で検討事例があることから、転用のうち移管が考えられる。 維持・転用（統合、複合化、移管）

南部福祉会館 D2 転用・売却・解体 (ケ) 品質評価が比較的低いことから、改修を加える。 改修・転用（統合）

七国荘 D2 転用・売却・解体 (ケ)
品質評価が比較的低く、不特定者屋内利用機能の施設群の中でも管理運営コストの負担が大きく、面積当たりの利用者数
が少ない状況を考慮し、転用のうち統合、複合化及び移管が考えられる。

転用（統合、複合化、移管）・売却・解体

平塚市民病院 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体 (ケ)
(ケ)

品質評価が著しく低いとまでは言えないことから、建替を外す。
市町村域を超えて保健医療圏が設定されているなど、近隣自治体と広域的な連携を促進することも考えられる。

維持・改修・転用（広域連携、公民連携）

平塚市保健センター B2 維持・転用・売却 維持・転用（公民連携）

高麗山公園レストハウス B1 維持・改修 (ケ)
(エ),(オ)

品質評価が比較的低いことから、維持を外す。
民間活力の活用が考えられることから、民設民営化、移管及び公民連携を加える。

改修・転用（民設民営化、移管、公民連携）

総合公園レストハウス C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体
(ケ)
(ケ)
(ケ)

品質評価が比較的低いことから、維持を外す。また、著しく低いとまでは言えないことから、建替も外す。
公園全体について民間活力の活用なども考えられることから、転用のうち民設民営化及び公民連携が考えられる。
供給評価が比較的高く、公園内に設置されている施設のため、売却及び解体を外す。

改修・転用（民設民営化、公民連携）

ひらつか市民プラザ C1 建替・改修 (ケ)
(ケ)

品質評価は比較的低いが、築年数が目標耐用年数の半分に達していないことを考慮して建替を外す。
現在一般社団法人へ貸付している施設であり、機能の提供方法について連携することで転用のうち民設民営化を加える。

改修・転用（民設民営化）

（２） 評価結果一覧
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不特定
者屋内
利用

提供している機能や施設規模に差がある施設群のた
め、相対評価の結果を過大評価しないよう配慮する。

災害時に役割を担い、代替困難な施設が多く、単な
る廃止を前提とした売却や解体は考えにくい。

利用対象者を市内に限定しない施設は広域連携が考
えられる。

社会教育施設はICT化の促進や、同類施設との統合
及び複合化、大学図書館との連携の促進や民間活力
の活用などが考えられる。

子どもの家は、設置当初の配置計画と現状が乖離し
ていることから、転用のうち複合化が考えられる。
また、民設民営化や公民連携などの民間活力の活用
が考えられる。

福祉施設は、同類施設があることや、不特定者屋内
利用機能の施設群の中では相対的に利用状況が低い
ことから統合や複合化が考えられる。

医療施設では、公民連携による民間活力の活用が考
えられる。

一次評価

評価結果 評価結果

機能
分類

施設名称

（左記以外の個別の項目）（複数の施設に共通する項目）

二次評価

着眼点及び一次評価結果の見直し内容

〇本委員会では主に二次評価の評価内容を中心とした評価結果について審議していただくことから、二次評価結果を踏まえて一次評価結果を見直した部分を「太字＋斜字体」で表しています。

(ケ)

(ウ)

(オ)

(ケ)

(イ)

(エ)

(オ)

(ウ)

(ケ)

※１ ※２ ※２

※１ 一次評価の評価結果欄では、１０ページに掲載している「表８ 施設検討可能性案」の該当項目を示しています。

※２ 二次評価の着眼点及び一次評価結果の見直し内容欄では、１１ページに掲載している「ウ 評価の視点」の該当項目を示しています。

(オ)
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１１ 学校給食機能 

（１） 一次評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２６ 費用対効果評価結果 

図２５ 一次評価結果 
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総合評価

東部学校給食共同調理場 D1 建替・改修・解体

(全体)
(エ),(オ)
(ウ)

近隣自治体との連携や民間による管理運営の活用などが考えられるため、転用のうち広域連携及び公民連携を加える。
同程度に品質評価が低い同類の施設があるため、転用のうち統合を加える。

建替・転用（統合、広域連携、公民連携）

北部学校給食共同調理場 D1 建替・改修・解体 (エ),(オ)
(ウ)

近隣自治体との連携や民間による管理運営の活用などが考えられるため、転用のうち広域連携及び公民連携を加える。
同程度に品質評価が低い同類の施設があるため、転用のうち統合を加える。

建替・転用（統合、広域連携、公民連携）

（２） 評価結果一覧
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学校
給食

学校給食共同調理場は２施設しかなく、相対比較の結果
を過大評価しないよう配慮する。

中学校の完全給食実施が政策決定されたことから、機能
廃止を前提とした解体は考えにくい。

耐震補強を含む大規模な改修は、機能面に支障が出る
ことが確認されているため、改修は考えにくい。

一次評価

評価結果 評価結果

機能
分類

施設名称

（左記以外の個別の項目）（複数の施設に共通する項目）

二次評価

着眼点及び一次評価結果の見直し内容

〇本委員会では主に二次評価の評価内容を中心とした評価結果について審議していただくことから、二次評価結果を踏まえて一次評価結果を見直した部分を「太字＋斜字体」で表しています。

※１ ※２ ※２

※１ 一次評価の評価結果欄では、１０ページに掲載している「表８ 施設検討可能性案」の該当項目を示しています。

※２ 二次評価の着眼点及び一次評価結果の見直し内容欄では、１１ページに掲載している「ウ 評価の視点」の該当項目を示しています。

(ケ)

(ケ)
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１２ その他機能 

（１） 一次評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２８ 費用対効果評価結果 

図２７ 一次評価結果 
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総合評価

平塚市埋蔵文化財調査事務所城島分室 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体

(全体) (ケ)

(ウ)
(ケ)

文化財を収蔵していることから、単なる機能廃止を前提とした売却及び解体を外す。

築年数が経過しており、同類施設が市内に点在していることから、維持、建替及び改修を外して転用のうち統合、複合化及び移
転が考えられる。また、近隣自治体との連携などの広域連携が考えられる。

転用（統合、複合化、広域連携、公民連携、移転）

紅谷町まちかど広場 C3 転用・売却 (ケ) 品質評価は比較的良好であり、地上広場機能では各種イベント等での利用もされていることから売却を外し、維持を加える。 維持・転用（統合、複合化、公民連携）

畜産観光業務倉庫 C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体

(ケ)

(ウ)
(ケ)

倉庫機能として物品を収納していることから、単なる機能廃止を前提とした売却及び解体を外す。

築年数が３９年経過しており、同類施設が市内に点在していることから、維持、建替及び改修を外す。また、転用のうち統合及び
複合化が考えられる。

転用（統合、複合化、公民連携）

紅谷町立体駐車場 C1 建替・改修

(ケ)

(エ)
(オ)

品質評価は比較的低いが、築年数が目標耐用年数の半分に達していないことを考慮して建替を外す。

民間活力の活用の促進が考えられることから、転用のうち民設民営化が考えられる。 改修・転用（民設民営化、移管）

そだちサポートセンター C2 維持・建替・改修・転用・売却・解体 (ケ)
(ケ)

品質評価が比較的高いことから建替を外す。
品質評価結果の評価点は物理的な側面が主な要因であり、品質の向上が見込めない改修を外す。

維持・転用（移管）・売却・解体

　

（２） 評価結果一覧
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その他

施設利用の効率の良さを計る供給評価が困難な施設
であり、床面積当たりの管理運営コストによる財務評
価も施設の用途により条件が異なることから、これら
の相対比較の結果を過大評価しないよう配慮する。

倉庫機能については統合、複合化や公民連携による
民間倉庫の活用が考えられる。

民間へ貸付している施設については、移管が考えら
れる。

一次評価

評価結果 評価結果

機能
分類

施設名称

（左記以外の個別の項目）（複数の施設に共通する項目）

二次評価

着眼点及び一次評価結果の見直し内容

〇本委員会では主に二次評価の評価内容を中心とした評価結果について審議していただくことから、二次評価結果を踏まえて一次評価結果を見直した部分を「太字＋斜字体」で表しています。

(ウ）

(エ)

(オ)

※１ ※２

(ケ）

※２

※１ 一次評価の評価結果欄では、１０ページに掲載している「表８ 施設検討可能性案」の該当項目を示しています。

※２ 二次評価の着眼点及び一次評価結果の見直し内容欄では、１１ページに掲載している「ウ 評価の視点」の該当項目を示しています。
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第４ 施設評価結果の活用及び今後の取組 

１ 施設評価結果の活用 

施設を定量的及び定性的に評価し、施設評価結果では施設の将来的な方向性を検討する上での

可能性として複数の施設検討可能性案を示しました。 

施設評価結果は、総合管理計画及び再編計画の趣旨に基づき、公共施設ごとの将来的な方向性

について検討及び決定するための基礎資料として活用します。方向性の検討及び決定に当たって

は、パブリックコメントなどの手法により市民意見を取り入れながら進めます。これにより決定

した施設の将来的な方向性やその方向性に基づく保全計画について、令和２年度中に個別施設ご

との長寿命化計画（以下「個別施設計画」という。）を策定する予定です。 

 

２ 今後の取組 

今後、概ね５年ごとに施設評価を実施し、評価結果を踏まえて総合管理計画、再編計画及び個

別施設計画について継続的に改善を図り、公共施設の最適な管理運営の実現へ向けた取組を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


